
出雲市新たな観光財源検討委員会の検討状況について

「出雲市新たな観光財源検討委員会（奥谷 健委員長１０人）」について、

令和７年１２月２２日の全員協議会報告以降の状況について、以下のとおり報告します。

記

１．宿泊事業者説明会の開催状況

（１）目的

本説明会は、出雲市観光基本計画に基づき観光振興を持続的に進めるにあたり、

新たな観光財源について検討を行っていく中で、観光振興の必要性や財源の確保策、

使途について理解を深めていただくことを目的に開催しました。

なお、今回の説明会では、先行事例などを基に制度の概要を説明し、宿泊事業者

からの意見を伺いました。

（２）実施状況について

①実施期間 １月１５日（木）～２月５日（木）全８回（旅館組合等単位を含む）

②参加者数

案内送付先 １２３施設

参加施設数 ６９施設

（オンライン参加、期間後の個別訪問含む）

※このほか説明会には出席しないが、市が決定する

方針に協力する意向を示された施設が 10 施設あり

③説明内容（説明会資料：別添のとおり）

ア.出雲市における観光の現状 イ.出雲市観光基本計画について

ウ.観光振興に必要な予算 エ.観光財源検討委員会方針

オ.宿泊税について カ.宿泊事業者へのアンケート調査結果について（令和 7年 10 月実施分）

（３）宿泊事業者からの主な意見

区分 事業者意見の傾向

１ 観光振興の必要性
観光振興のための財源が必要であることに対する異論

は出なかった。

２ 財源確保の手段
観光振興に必要な予算を確保するため「宿泊税」を軸に

検討することに大きな反対意見はなかった。

３ 財源の使途について
二次交通の充実、公衆トイレの維持管理、宿泊客の安全

確保など、具体的な還元を求める声が多かった。

４ 税率（定額・定率）
制度の分かりやすさや事務負担の軽減、フロントでの説明

のしやすさから「定額一律制」を求める意見が多かった。

５
免税点

（一定金額未満に課税しない）

不要との意見と、低価格施設への配慮から設定を求め

る意見の両論があった。

６
課税免除

（課税しない：修学旅行など）

フロントで都度判断が必要な制度は望ましくないとす

る意見があった。また、入湯税との基準統一や証明書提示

方式の提案があった。

カテゴリー 総 数 出席数 割 合

旅館・ホテル 67 46 68.7％

簡易宿所 48 22 45.8％

民泊 8 1 12.5％

合計 123 69 56.1％

※簡易宿所：ゲストハウス、コテージなど

※民泊：戸建住宅や空き部屋を活用

全 員 協 議 会 資 料

令和８年（2026）３月２５日
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２．第４回財源検討委員会の開催概要【開催日：３月１７日（火）】

宿泊事業者説明会での事業者意見を踏まえて、課税要件について論点整理を行い、

次の３点を財源検討委員会案として取りまとめをいただきました。今後、宿泊事業

者に対し、委員会案に基づき徴収事務を行っていただく場合の懸念点等を伺うアン

ケートを実施し、答申に盛り込むべき内容をまとめることとなります。

（１）課税要件に関する財源検討委員会案

①税率：「定額制」

但し、高額な宿泊料金に対する段階的定額制も引き続き検討

②免税点：設定する

③課税免除：修学旅行に限定する

（２）主な委員意見

ア.近隣で先行実施されている自治体（松江市）の状況を考慮する必要がある

イ.宿泊事業者にとって可能な限りシンプルで事務負担の少ない制度にすべき

ウ.課税免除は、客観的に分かりやすい項目に限定すべき

エ.入院付き添いなどのため、低価格の施設に長期間宿泊する方への配慮として

免税点の設定が望ましい

３．今後の進め方とスケジュール（案）

変更後
変更前

（令和 7年 12 月 22 日全員協議会報告時点）

Ｒ8．1～2

宿泊事業者との意見交換（説明会）

Ｒ8.3.17 第４回財源検討委員会

Ｒ8.4～5 課税要件に関する宿泊事業者

アンケートの実施

〇第５回財源検討委員会

〇答申

〇議会報告

〇パブリックコメントの実施

Ｒ7.12～Ｒ8.1

宿泊事業者との意見交換（説明会）

Ｒ8. 2 第４回財源検討委員会

〇第５回財源検討委員会

〇答申

〇議会報告

〇パブリックコメントの実施
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①
な
ぜ
観
光
振
興
に
取
り
組
む
の
か
？

2

観
光
産
業
は
、
人
口
減
少
・少
子
高
齢
化
が
進
展
す
る
中
、
国
内
外
か
ら
の
交
流
人
口
と
旅
行

消
費
の
拡
大
に
よ
る
経
済
効
果
は
地
方
創
生
の
鍵
で
あ
り
、
観
光
地
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ド
力
を
有

す
る
出
雲
市
に
と
っ
て
も
、
極
め
て
重
要
な
成
長
産
業
で
す
。 ※

出
雲
市
総
合
計
画
評
価
検
討
会
議
及
び
出
雲
市
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
構
想

総
合
戦
略
推
進
会
議

第
2
回
会
議
資
料

5「
出
雲
市
の
将
来
人
口
推
計
に
つ
い
て
」
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老
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将
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人
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け
る
年
齢
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分
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人
口
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１
出
雲
市
に
お
け
る
観
光
の
現
状



②
出
雲
市
の
観
光
入
込
客
数
の
推
移

出
雲
大
社
の
平
成
の
大
遷
宮
「本
殿
遷

座
祭
」
が
行
わ
れ
た
平
成
2
5
年

(2
0
1
3
)に
大
幅
に
増
加
し
、
以
降
、
コ

ロ
ナ
禍
を
除
き
1
,1
0
0
万
人
以
上
で
推

移
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
減
少
し

た
も
の
の
、
令
和
5
年
(2
0
2
3
)に
は
令

和
元
年
(2
0
1
9
)と
同
程
度
ま
で
回
復
し

て
い
ま
す
。

出
雲
大
社
周
辺
入
込
客
数
は
大
遷
宮
以

降
6
0
0
万
人
台
で
推
移
し
、
令
和
5
年

(2
0
2
3
)は
7
1
1
万
人
と
平
成
2
5
年

(2
0
1
3
)に
次
ぐ
入
込
と
な
り
ま
し
た
。

１
出
雲
市
に
お
け
る
観
光
の
現
状
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③
観
光
宿
泊
客
延
べ
数
・
宿
泊
施
設
の
収
容
人
数
の
推
移

大
遷
宮
以
降
、
主
に
ホ
テ
ル
や
旅

館
な
ど
の
客
室
数
の
増
加
に
伴
い
、

宿
泊
客
延
べ
数
は
着
実
に
増
加
し
て

い
ま
す
。

令
和
5
年
(2
0
2
3
)に
は
過
去
最

高
の
8
4
万
人
と
な
り
ま
し
た
が
、
新

規
立
地
に
と
も
な
う
収
容
人
数
の
増

加
量
を
考
慮
す
る
と
、
既
存
施
設
に

お
け
る
宿
泊
客
数
の
伸
び
は
小
さ
い

と
考
え
ら
れ
、
新
た
な
需
要
を
創
出

で
き
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

１
出
雲
市
に
お
け
る
観
光
の
現
状
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④
観
光
消
費
額
・
生
産
波
及
効
果

観
光
消
費
額
(出
雲
市
来
訪
者
の
県
内
消

費
額
)は
平
成
3
0
年
(2
0
1
8
)以
降
減
少
傾

向
に
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
を
除
く
と
5
0
0
～

6
0
0
億
円
台
で
推
移
し
て
い
ま
す
。

生
産
波
及
効
果
は
約
1
.2
倍
と
な
っ
て
お
り
、

国
の
約
1
.9
倍
(令
和
元
年
(2
0
1
9
))
と
比

較
す
る
と
、
地
域
の
関
連
産
業
と
の
連
携
を

強
め
る
な
ど
拡
大
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
消
費
額
単
価
も
、
全
国
平
均
と
比
較

す
る
と
金
額
規
模
が
小
さ
く
、
消
費
拡
大
の
余

地
が
あ
り
ま
す
。

（
億
円
）

１
出
雲
市
に
お
け
る
観
光
の
現
状
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⑤
繁
閑
差

月
別
宿
泊
客
延
べ
数
に
お
け
る
繁
忙
期
(年

内
の
上
位
6
か
月
)と
閑
散
期
(同
下
位
)を
比

較
す
る
と
、
繁
閑
差
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
令
和
5
年
(2
0
2
3
)に
お

い
て
も
最
多
月
(8
月
)と
最
少
月
(1
月
)の
差

が
2
.9
万
人
あ
る
な
ど
、
更
な
る
オ
フ
シ
ー
ズ

ン
対
策
が
必
要
で
す
。

１
出
雲
市
に
お
け
る
観
光
の
現
状
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⑥
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
客
の
推
移

出
雲
市
の
外
国
人
宿
泊
客
延
べ
数
は
、
令
和
元
年

(2
01
9)
に
は
、
改
元
、
出
雲
ソ
ウ
ル
間
の
連
続
チ
ャ
ー
タ
ー
便

就
航
等
で
賑
わ
い
、
平
成

21
年
(2
00
9)
の
約
6倍

の
11
,5
52
人
ま
で
増
加
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
後
、
令
和

5年
(2
02
3)
に
は
令
和
元
年
(2
01
9)
の
約
6割

ま
で
回
復
し
て
い
ま
す
が
、
宿
泊
客
全
体
に
占
め
る
割
合
は
1％

未
満
の
状

況
で
す
。

１
出
雲
市
に
お
け
る
観
光
の
現
状
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①
基
本
理
念

２
「
出
雲
市
観
光
基
本
計
画
」

8



②
将
来
像

２
「
出
雲
市
観
光
基
本
計
画
」
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③
戦
略

２
「
出
雲
市
観
光
基
本
計
画
」

1
0



Ａ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
力
強
化
戦
略

戦
略
的
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
展
開

 
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
策
定
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

・マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
専
門
人
材
に
よ
る
分
析
等
の
実
施

な
ど

デ
ー
タ
の
収
集
・活
用
に
よ
る
分
析
力
・説
明
力
の
強
化

・地
域
Ｏ
Ｔ
Ａ
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
活
用
と
見
え
る
化
の
検
討

・事
業
者
へ
の
伴
走
支
援
を
含
む
デ
ー
タ
に
基
づ
く
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
推
進
な
ど

合
計
5,
00
0万

円

３
観
光
振
興
に
必
要
な
予
算

1
1



Ｂ
観
光
ま
ち
づ
く
り
戦
略

地
域
と
連
携
し
た
魅
力
の
磨
き
上
げ

・
周
遊
観
光
バ
ス
プ
ラ
ン
の
充
実

・
G
o
o
g
le
マ
ッ
プ
情
報
の
整
備

な
ど

守
る
べ
き
資
源
・文
化
の
継
承
と
価
値
の
再
認
識

・
旧
大
社
駅
の
保
存
・
活
用

・
景
観
形
成
地
域
周
辺
観
光
施
設
の
修
繕

・市
民
へ
の
イ
ン
ナ
ー
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施

な
ど

受
入
基
盤
の
充
実

・
多
目
的
ト
イ
レ
の
設
置
・改
修
、
案
内
表
示
の
改
修

・
電
動
車
い
す
の
配
備
等
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
へ
の
対
応

・
新
駐
車
場
整
備
等
渋
滞
対
策
の
強
化

・
宿
泊
機
能
の
強
化
の
た
め
の
事
業
者
の
支
援
制
度

な
ど

観
光
客
へ
の
情
報
発
信
ル
ー
ト
等
の
活
用

・出
雲
フ
ァ
ン
に
よ
る
旅
マ
エ
・旅
ア
ト
消
費
の
推
進

な
ど

体
験
等
販
売
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

(サ
イ
ト
名
「
出
雲
旅
」

)

国
重
要
文
化
財

旧
大
社
駅

出
雲
観
光
案
内
所

合
計

1億
3,
0
0
0万

円
３
観
光
振
興
に
必
要
な
予
算

1
2



Ｃ
誘
客
・
フ
ァ
ン
拡
大
戦
略

出
雲
の
特
別
性
と
各
エ
リ
ア
の
認
知
向
上

・マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
連
携
強
化
に
よ
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
獲
得
な
ど

個
人
客
・リ
ピ
ー
タ
ー
や
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
等
の
誘
客
強
化

・出
雲
フ
ァ
ン
獲
得
の
た
め
の
情
報
発
信
の
実
施

・オ
フ
シ
ー
ズ
ン
対
策
等
に
資
す
る
民
間
イ
ベ
ン
ト
等
の
支
援

な
ど

新
市
場
の
創
出
（イ
ン
バ
ウ
ン
ド
、
多
面
的
な
誘
客
促
進
）

・タ
ー
ゲ
ッ
ト
国
へ
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施

・新
た
な
体
験
を
含
む
プ
ラ
ン
販
売
の
推
進

な
ど

Ｆ
Ａ
Ｍ
ツ
ア
ー
（
フ
ラ
ン
ス
）
の
様
子

合
計

3
,
0
00
万
円

デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
観
光
Ｄ
Ｘ

（
出
雲
市
観
光
基
本
計
画

1
9頁

）

３
観
光
振
興
に
必
要
な
予
算

1
3



Ｄ
観
光
地
経
営
体
制
・
人
づ
く
り
戦
略

Ｄ
Ｍ
Ｏ
を
中
心
と
し
た
観
光
地
経
営
体
制
の
構
築

・
観
光
協
会
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
へ
の
発
展
的
改
組
に
向
け
た
支
援

地
域
と
の
協
働
体
制
の
構
築

 
・
地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施

地
域
戦
略
会
議
の
よ
う
す

合
計

2
,
0
00
万
円

Ｄ
Ｍ
Ｏ
の
イ
メ
ー
ジ
図３

観
光
振
興
に
必
要
な
予
算

1
4



事
業
費
総
額

Ａ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
力
強
化
戦
略

5,
00
0
万
円

Ｂ
観
光
ま
ち
づ
く
り
戦
略

1億
3,
00
0
万
円

Ｃ
誘
客
・
フ
ァ
ン
拡
大
戦
略

3,
00
0
万
円

Ｄ
観
光
地
経
営
体
制
・
人
づ
く
り
戦
略

2,
00
0
万
円
  
  
  

合
計

2億
3,
00
0
万
円

事
業
費
総
額

2
億

3
,
00
0
万
円

/
年
度

（
内
訳
）

【
総
括
】

３
観
光
振
興
に
必
要
な
予
算

1
5



新
た
な
観
光
財
源
検
討
委
員
会
第
３
回
終
了
時
に
お
け
る
方
針

本
市
に
お
け
る
現
状
や
観
光
振
興
に
必
要
な
予
算
規
模
を
踏
ま
え
、

次
の
方
針
で
検
討
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

ア
必
要
な
予
算
規
模
を
安
定
的
・継
続
的
に
確
保
す
る
た
め
、

「宿
泊
税
」を
主
軸
に
検
討
す
る
。

イ
平
行
し
て
、
観
光
用
駐
車
場
の
有
料
化
や
料
金
改
定
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

４
観
光
財
源
検
討
委
員
会
方
針

1
6
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①
宿
泊
税
の
導
入
（
予
定
）
自
治
体

導
入
し
て
い
る
自
治
体

R
7
年
度
中

導
入
予
定
自
治
体

R
8
年
度
中

導
入
予
定
自
治
体
※

計

１
５

４
２
４

４
３

令
和
７
年
１
１
月
末
現
在

※
導
入
が
決
定
し
て
い
る
自
治
体
、
検
討
中
を
含
ま
な
い
。

５
宿
泊
税
に
つ
い
て



②
宿
泊
税
の
概
要

18

⑴
宿
泊
税
を
払
う
人

（
納
税
義
務
者
）

市
内
の
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
た
者

⑵
宿
泊
税
を
払
う
時

原
則
、
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
際

⑶
対
象
と
な
る
宿
泊
施
設

旅
館
業
法
の
許
可
を
受
け
た
ホ
テ
ル
、
旅
館
、
簡
易
宿
所

住
宅
宿
泊
事
業
法
規
定
の
住
宅
宿
泊
事
業
施
設
（
民
泊
）

⑷
宿
泊
税
の
徴
収
と
納
入
を
す
る
人

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

宿
泊
事
業
者
（
申
告
書
の
提
出
と
宿
泊
税
の
納
入
を
し
ま
す
）

宿
泊
税
の
イ
メ
ー
ジ

宿
泊
者

(
納
税
義
務
者
）

宿
泊
事
業
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

宿
泊
税

申
告
納
入

５
宿
泊
税
に
つ
い
て



③
宿
泊
税
の
算
出
例

⑴
定
率
方
式

⑵
定
額
方
式
（一
律
制
ま
た
は
段
階
制
）

＊
宿
泊
料
金
×
○
％

＊
宿
泊
数
×
1
人
１
泊
○
○
円

19

 
税
負
担
の
イ
メ
ー
ジ

 
税
負
担
の
イ
メ
ー
ジ

消
費
税
と
の
違
い

＜
大
阪
府
の
例
＞

＜
倶

知
安

町
の

例
＞

　
　

定
額
段
階
制

税
負
担

定
率
段
階
制

50
0円

40
0円

40
0円

20
0円

20
0円

0円
0円

 2
万
円
　
宿
泊
料
金

1万
円

2万
円
　
宿
泊
料
金

宿
泊
料

金
1
0
0
,
0
0
0
円

、
消

費
税

1
,
0
0
0
円

の
場

合

 
税
負
担
の
イ
メ
ー
ジ

 
税
負
担
の
イ
メ
ー
ジ

＜
倶
知
安
町
の
例
＞

＜
長
崎
市
の
例
＞

定
率
段
階
制

税
負
担

定
額
段
階
制

5
0
0
円

5
0
0
円

40
0円

20
0円

20
0円

0円
10
0円

2
万
円
　
宿
泊
料
金

1万
円

2
万
円

宿
泊
料
金

税
負
担

税
負
担

5
0
0
円

　
　

2
0
0
円

1
0
0
円
0
円

20
0円

10
0円

＜
常
滑
市
の
例
＞

2万
円

宿
泊
料
金

税
負
担

税
負
担

定
額
一
律
制

　
20
0円

　
宿
泊
料
金

1万
円

2万
円

　
宿
泊
料
金

５
宿
泊
税
に
つ
い
て
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【
課
税
免
除
】

課
税
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
課
税
し
な
い
こ
と
と
す
る
も
の

先
行
自
治
体
の
例
：
小
・
中
・
高
校
の
修
学
旅
行
（
導
入
率
８
１
％
）

小
学
生
以
下
ま
た
は
１
２
歳
未
満
（
導
入
率
１
４
％
）
な
ど

④
宿
泊
税
に
お
け
る
課
税
免
除
と
免
税
点
と
は

【
免
税
点
】

宿
泊
料
金
が
そ
の
金
額
未
満
の
場
合
、
課
税
を
を
免
除
す
る
も
の
（導
入
率
２
６
％
）

先
行
自
治
体
の
例
：
１
万
円
未
満

東
京
都

８
千
円
未
満

赤
井
川
市

６
千
円
未
満

宮
城
県
、
長
野
県
、
仙
台
市
、
広
島
県

５
千
円
未
満

大
阪
市
、
金
沢
市
、
松
江
市
、
白
馬
村
、
阿
智
村

※
導
入
率
：
R
7
.1
1
月
現
在
宿
泊
税
導
入
決
定
4
3
自
治
体
に
占
め
る
割
合

５
宿
泊
税
に
つ
い
て



⑤
先
行
自
治
体
の
例

R
7
.4
月
時
点
で
施
行
済
自
治
体

自
治
体
名

課
税
標
準

１
人
あ
た
り
１
泊
の
宿
泊
料
金

R
7
年
度

当
初
予
算

～
5
千
円
未
満

5
千
円
～

7
千
円
未
満

7
千
円
～

1
万
円
未
満

1
万
円
～

1
.5
万
円
未
満

1
.5
万
円
～

2
万
円
未
満

2
万
円
～

5
万
円
未
未
満
5
万
円
以
上

東
京
都

宿
泊
数

1
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

6
9
億

大
阪
府

宿
泊
数

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

4
0
0
円

5
0
0
円

5
0
0
円

7
3
億

京
都
市

宿
泊
数

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

5
0
0
円

1
,0
0
0
円

5
9
億

金
沢
市

宿
泊
数

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

5
0
0
円

5
0
0
円

8
.2
億

倶
知
安
町

宿
泊
料
金

２
％

5
.6
億

福
岡
県

宿
泊
数

2
0
0
円

※
市
は
5
0
円

2
0
0
円

※
市
は
5
0
円

2
0
0
円

※
市
は
5
0
円

2
0
0
円

※
市
は
5
0
円

2
0
0
円

※
市
は
5
0
円

2
0
0
円

※
市
は
5
0
円

2
0
0
円

※
市
は
5
0
円

1
9
.6
億

福
岡
市
※

宿
泊
数

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

5
0
0
円

県
税
5
0
円
含

5
0
0
円

県
税
5
0
円
含

3
1
億

北
九
州
市
※

宿
泊
数

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

2
0
0
円

県
税
5
0
円
含

4
.8
億

長
崎
市

宿
泊
数

1
0
0
円

1
0
0
円

1
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

5
0
0
円

5
0
0
円

3
.7
億

ニ
セ
コ
町

宿
泊
数

1
0
0
円

※
5
,0
0
1
円
未
満

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

5
0
0
円

1
,0
0
0
円

1
0
万
以
上

2
,0
0
0
円

1
.2
億

常
滑
市

熱
海
市

宿
泊
数

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
0
0
円

2
億

5
.7
億

施
行
日
順
、
た
だ
し
、
大
阪
府
の
税
率
は
R
7
.9
.1
改
正
後
を
記
載
、
東
京
・京
都
・倶
知
安
町
は
税
率
の
見
直
し
作
業
中

2
1

５
宿
泊
税
に
つ
い
て
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【
参
考
】
松
江
市
の
宿
泊
税
に
つ
い
て

松
江
市
で
は
、
令
和

7年
12
月
1日

か
ら
宿
泊
税
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

【
納
税
義
務
者
】
宿
泊
施
設
に
宿
泊
す
る
宿
泊
者

【
目

的
】
国
際
文
化
観
光
都
市
と
し
て
の
魅
力
を
高
め
る
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
観
光
地
と
し
て
発
展
し
て
い
く

【
税

額
】
宿
泊
料
金
が
5千

円
以
上
の
場
合

20
0円

5千
円
未
満
の
場
合

課
税
し
な
い

（安
価
な
宿
泊
に
配
慮
し
、
免
税
点
5,
00
0円

を
設
定
）

【
歳

入
】
3.
3億

円
(見

込
）

【
そ
の
他

】
ア

課
税
免
除
（
税
金
を
徴
収
し
な
い
）

学
習
指
導
要
領
等
に
基
づ
く
学
校
行
事
（
修
学
旅
行
、
集
団
宿
泊
活
動
等
）
で
、
全
校
又
は
学
年
単
位
で
実
施
さ
れ
る

も
の
。
対
象
者
は
、
学
校
（
大
学
を
除
く
）
の
児
童
、
生
徒
、
学
生
と
そ
の
引
率
者
。

イ
徴
収
方
法

特
別
徴
収
（
宿
泊
事
業
者
が
宿
泊
者
か
ら
徴
収
し
、
市
に
収
め
る
）
の
方
法
に
よ
る
。

ウ
特
別
徴
収
義
務
者

旅
館
業
又
は
住
宅
宿
泊
事
業
の
経
営
者
等

エ
納
入
方
法

毎
月
末
日
ま
で
に
、
前
月
1日

か
ら
同
月
末
日
ま
で
の
期
間
の
分
を
申
告
納
入
（
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
3か

月
ご
と
に
申
告
納
入
）

５
宿
泊
税
に
つ
い
て



ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 23

今
後
、
よ
り
詳
細
な
事
業
者
ア
ン
ケ
ー
ト
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

事
業
者
様
の
実
態
に
即
し
た
制
度
と
す
る
た
め
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。


